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又
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レ
ン
若
し
く
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の

容
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包
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送
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特
定
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
等
に
関
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表
示
す
べ
き
事
項
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平
成
元
年
七
月
五

日
付
厚
生
省
・
通
商
産
業
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告
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五
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・
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化
学
物
質
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審
査
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び
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八
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一
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規
定
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づ
き
ト
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ロ
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四
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化
炭
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又
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四
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め
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ロ
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チ
レ
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し
く
は
テ
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さ
れ
て
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質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
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べ
き
事
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平
成
元
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七
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五

日
付
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
告
示
第
五
号
）
（
第
二
条
関
係
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・
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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線
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は
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案
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質
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び
製
造
等
の
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制
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す
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法
律
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八
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十
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項
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ロ
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第
一
項
の
規
定
に
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づ
き
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
四
塩
化
炭
素
又
は
同
法
施
行
令
第
五
条
に
定
め

エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
四
塩
化
炭
素
又
は
同
法
施
行
令
第
四
条
の
二
に

る
製
品
で
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

定
め
る
製
品
で
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ

ン
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
容
器
、
包
装
又
は
送
り
状
に
当
該
第

チ
レ
ン
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
容
器
、
包
装
又
は
送
り
状
に
当

二
種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の

等
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項

措
置
等
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年

法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ト
リ
ク
ロ
ロ

法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
四
塩
化
炭
素
又
は
同
法
施

エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
四
塩
化
炭
素
又
は
同
法
施

行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
号
）
第
五
条
に
定
め
る
製
品
で
ト
リ

行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
号
）
第
四
条
の
二
に
定
め
る
製
品
で

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
使
用
さ
れ
て
い
る

ト
リ
ク
ロ
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エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
使
用
さ
れ
て

も
の
の
容
器
、
包
装
又
は
送
り
状
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当
該
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二
種
特
定
化
学
物
質
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よ
る
環

い
る
も
の
の
容
器
、
包
装
又
は
送
り
状
に
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
よ

境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
等
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項
を
次
の
よ

る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
等
に
関
し
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す
べ
き
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を
次

う
に
定
め
た
の
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告
示
す
る
。

の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。
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リ
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レ
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し
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テ
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レ
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さ
れ
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い
る
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の

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
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し
く
は
テ
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ラ
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エ
チ
レ
ン
が
使
用
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れ
て
い
る

の
容
器
、
包
装
又
は
送
り
状
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当
該
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種
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定
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物
質
に
よ
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環
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境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
等
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３
．
注
意
事
項

３
．
注
意
事
項

(
1
)

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
が
、
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を

(
1
)

第
二
種
特
定
化
学
物
質
が
、
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生

生
じ
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は

じ
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
人

人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
（
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等

の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
が
使

が
使
用
さ
れ
て
い
る
製
品
に
あ
っ
て
は
、
含
有
さ
れ
て
い
る
当
該
ト
リ

用
さ
れ
て
い
る
製
品
に
あ
っ
て
は
、
含
有
さ
れ
て
い
る
当
該
第
二
種
特

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
が
、
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
に

定
化
学
物
質
が
、
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
に
く
い
も

く
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
人
の
健

の
で
あ
り
、
か
つ
、
継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
人
の
健
康
を
損

康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
）
に
留
意
し
、
使
用
設
備
等
の
密
閉

な
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
）
に
留
意
し
、
使
用
設
備
等
の
密
閉
化
、
回

化
、
回
収
措
置
の
実
施
等
に
よ
り
使
用
の
合
理
化
に
努
め
る
こ
と
。

収
措
置
の
実
施
等
に
よ
り
使
用
の
合
理
化
に
努
め
る
こ
と
。

(2
)

～(
4
)

（
略
）

(
2
)

～(
4
)

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）
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又
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レ
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ト
リ
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ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
四
塩
化
炭
素
又
は
同
法
施
行
令
第
十
一
条
に
定

エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
四
塩
化
炭
素
又
は
同
法
施
行
令
第
五
条
に
定
め

め
る
製
品
で
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ

る
製
品
で
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

レ
ン
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
容
器
、
包
装
又
は
送
り
状
に
当
該

ン
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
容
器
、
包
装
又
は
送
り
状
に
当
該
第

第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措

二
種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

置
等
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項

等
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年

法
律
第
百
十
七
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ト
リ
ク
ロ
ロ

法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
四
塩
化
炭
素
又
は
同
法
施

エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
四
塩
化
炭
素
又
は
同
法
施

行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
号
）
第
十
一
条
に
定
め
る
製
品
で
ト

行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
号
）
第
五
条
に
定
め
る
製
品
で
ト
リ

リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
使
用
さ
れ
て
い

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
若
し
く
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
使
用
さ
れ
て
い
る

る
も
の
の
容
器
、
包
装
又
は
送
り
状
に
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る

も
の
の
容
器
、
包
装
又
は
送
り
状
に
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
環

環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
等
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項
を
次
の

境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
等
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項
を
次
の
よ

よ
う
に
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

う
に
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
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十
八
条
第
一
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定
に
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き
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ロ
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ロ
エ
チ
レ
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定
に
基
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き
ト
リ
ク
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ロ
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ロ
エ
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